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（２）服務規律の確保に関する取り組みの例

懲戒処分等に
関する指針

職員の非違行為について、標準的な懲戒処分または指導上の措置の
量定を示すことにより、服務規律の確保について職員に徹底すると
ともに、懲戒処分を行った場合の公表基準についても示しています。

セクシュアル・
ハラスメント
防止対策

セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱を制定し、相談・苦情
を受け付ける対応窓口を設置するなど勤務環境の整備を行うととも
に、職員研修の実施など、日ごろから職員の注意を喚起しています。

職員倫理規程

職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような不正行
為等の防止を図り、公務に対する市民の信頼を確保することを目的
として、職員の倫理行動基準、禁止行為、報告義務等を規定してい
ます。

（１） 地方公務員法第30条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者
として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて
これに専念しなければならない。」と規定しており、さらにこの根本基準を受けて、
職員が遵守すべき事項を規定しています。

　　 国立市では、職員服務規程等を定めているほか、適宜、服務規律の確保などの通達 
等により、職員へ周知しています。

５ 職員の服務の状況５ 職員の服務の状況

（１）職員の研修の状況
　○市独自研修：31回　延べ558人
　○東京都市町村職員研修所第３ブロック（８市）合同研修：４回　延べ11人
　○東京都市町村職員研修所派遣研修：延べ281人
　○その他派遣研修：延べ26人
　○通信教育講座修了者：12人
（２）勤務成績の評定の状況
　人事評価制度の本格実施。（平成24年４月１日～平成25年３月31日の期間において、
課長職・係長職を対象に実施）

6 職員の研修および勤務成績の評定の状況6 職員の研修および勤務成績の評定の状況

区分 件数
勤務条件に関する措置の要求 ０
不利益処分に関する不服申し立て ０

 （単位：件）８ 公平委員会による報告８ 公平委員会による報告

区分 職員数（Ａ）
給与費 １人当り給与費

（Ｂ）/（Ａ）
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

期末勤勉手当
（千円）

  計（Ｂ）
（千円）

24年度 394人 1,598,383 530,30 628,186 2,756,871 6,997

区分 住民基本台帳人
口(24年度末)

歳出額（A）
（千円）

実質収入
（千円）

人件費（B）
（千円） 人件比率（B）/（A） （参考）

23年度の人件費率

24年度 74,381人 26,552,133 358,245 4,808,084 18.1% 18.6%

（普通会計決算）(注)１ 人件費の状況１ 人件費の状況

（普通会計決算）２ 職員給与費の状況２ 職員給与費の状況

（単位：人）４ 職員の分限および懲戒処分の状況　４ 職員の分限および懲戒処分の状況　

区分 分限処分 懲戒処分
免職 降任 休職 降級 免職 停職 減給 戒告

処分者数 0 0 9 0 0 0 0 0

市の人事行政の運営等の市の人事行政の運営等の
状況をお知らせします状況をお知らせします

職員の給与状況職員の給与状況

２ 職員の競争試験および選考の状況２ 職員の競争試験および選考の状況
（１）職員採用試験 （単位：人）

種　　別
試験実施日 試験

区分

受験者 合格者
一　次
（筆　記）

二　次
（集団討論）

三　次
（面　接） 男 女 計 男 女 計

一般事務
（有資格者） 24.7.22 24.8.10 24.8.10 上　級 9 6 15 1 3 4

一般事務 24.9.16 24.10.15 24.11.16 上　級 63 21 84 13 2 15
保育士 24.9.16 24.10.23 24.11.8 中　級 10 28 38 0 5 5
一般事務
（有資格者） 24.11.11 24.12.25 24.12.25 上　級 8 0 8 2 0 2

一般事務 25.2.9 25.2.21 25.2.21 上　級 38 14 52 4 0 4
特定任期付
（弁護士） 書類選考 実施なし 25.2.22 1 4 5 0 2 2

（２）昇任資格試験

試験区分 試験実施日 受験者 合格者
一次(筆記) 二次(面接) 男 女 計 男 女 計

主任職(短期)資格試験 25.1.20 25.2.14 14 10 24 5 1 6
主任職(中期)選考 25.1.20 25.2.14 10 8 18 3 1 4
課長補佐職資格試験 － 25.2.14 8 3 11 4 1 5

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間、休憩・休息時間の状況（平成24年４月１日現在）

（２）休暇制度の状況（主なもの）
○（年次休暇）１年を通じて20日
○（公民権の行使）必要と認められる時間
○（生理休暇）２日間以内
○（結婚休暇）７日間以内
○（妊娠中の女性職員に対する通勤緩和措置）１日につき１時間を超えない範囲内
○（産前、産後の休養）出産の前後を通じて、16週間（多胎妊娠の場合にあっては、22週間）
○（育児時間）１日１回または２回　90分以内（１回は最低30分）
○（忌引）１日以内～ 10日以内
○（夏季休暇）５日間
○（短期の介護休暇）１年につき５日以内（要介護者が複数いる場合は、10日以内）
○（ボランティア休暇）１年につき、５日を超えない範囲内で必要と認められる期間

一週間の正規の
勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

38時間45分 午前８時30分 午後５時15分 正午から1時間

（１）職員数（合計435人） （平成24年４月１日現在／単位：人）

１ 職員の任免および職員数に関する状況１ 職員の任免および職員数に関する状況

区分 人数 区分 人数
常勤特別職等 3 選挙管理委員会事務部局職員 2
市長事務部局職員 365 監査委員事務部局職員 2
教育委員会職員 56 農業委員会事務部局職員 併任（3）
議会事務部局職員 7
※派遣職員（４人）は含まない。
※短時間勤務再任用職員数40人（職員数には含まない）

（２）採用数および退職者数 （平成24年４月1日～平成25年3月31日／単位：人）

採　　用
退　　職

定年 勧奨 普通 その他
21 12 0 11 1

（１）健康診断の状況 （単位：人） （２）公務災害の状況 （単位：件）

（3）文化・スポーツ事業
　 職員ソフトボール大会、職員文化展等
を実施しています。

検診区分 受診人数
定期健康診断

（循環器を含む）
一次 760
二次 13

消化器検診 一次 93
二次 7

保育士定期健康診断 116
ＶＤＴ作業従事者検診 242

区分 申請件数 認定件数
公務災害 1 1
通勤災害 0 0

７ 職員の福祉および利益の保護の状況（主なもの）７ 職員の福祉および利益の保護の状況（主なもの）

（4）福利厚生総合提供事業
　旅行費やエンターテイメント等の費用について一部助成しています。

給料 条例の給料表に定める額

扶養手当 配偶者13,500円、その他の扶養親族7,200円（ともに月額・
25年４月分）

地域手当 給料、扶養手当および管理職手当の合計額の15％
平均支給月額50,205円／人（25年4月分)

住居手当
世帯主で自ら居住するため住居を借り受けている職員に支
給する手当
9,000円(月額・25年４月分）

通勤手当 運賃相当額。ただし、2ｋｍ以上の交通用具使用者は距離
に応じて定額支給

特殊勤務手当
昆虫等駆除作業手当、行旅病人等取扱手当、伝染病予防消
毒作業手当、動物死体処理手当、滞納整理および処分手当
等

時間外勤務手当 平均支給月額29,324円／人(24年度)
期末勤勉手当 ボ－ナスに相当する手当
退職手当 退職時に支給される手当

管理職手当 部長相当職　月額100,400円／人（25年4月分)
課長相当職　月額73,300円／人（25年4月分)

給
与
の
概
要

給
与
の
概
要

(注)「普通会計」とは、個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっていることから、他団
体との比較ができるように地方財政統計上用いられる会計区分です。

※　1　職員手当には退職手当を含みません。
 2　職員数は平成24年4月1日現在の人数です。

職員数・勤務条件等の状況職員数・勤務条件等の状況（平成24年度分）（平成24年度分）



市報＝環境　　　＝交通　　　＝健康・保健 平成25年/2013年11月20日（4） 

年末年始のテニスコート、野球場、サッカー場　無料開放　12月8日㈰午前9時から受付開始　問環境政策課花と緑と水の係

お口の健康管理講座お口の健康管理講座
「今日から始まる歯周病予防」「今日から始まる歯周病予防」
～自分の口の状態を知って口の健康から全身の健康へ～～自分の口の状態を知って口の健康から全身の健康へ～

交通だより～隣のまちまで自転車で～交通だより～隣のまちまで自転車で～

リサイクル家具販売会リサイクル家具販売会

秋の一斉清掃～ごみ秋の一斉清掃～ごみ００
ゼ ロゼ ロ

～～

「ごみ出しのルールを守りましょう！！」「ごみ出しのルールを守りましょう！！」

～まちをきれいに～～まちをきれいに～

　歯周病は、口の中だけでなく、全身の健康と密接な関係があり、
糖尿病、心臓病、肺炎等の原因のひとつとも言われています。歯周
病予防のために、日ごろのお手入れを見直してみませんか。
日時　12月10日㈫午前10時～ 11時30分
場所　国立市歯科医師会館　２階（富士見台３－16－17）
内容　歯科衛生士による歯周病の話と歯みがき指導および健

けん
口
こう
体操

対象　成人歯科健診受診者　定員　12名（申込先着順）
持ち物　健康手帳（お持ちでない方には、当日会場で差し上げます）
後援　国立市、国立市社会福祉協議会
申 込　11月20日㈬～12月９日㈪に、電話でお申し込みください。
主催・申込先・問い合わせ　国立市歯科医師会　☎577－0418

　人間の力だけをエネルギーとして走る自転車は、地球環境にやさ
しく、最もエネルギー効率がよい乗り物と言われています。毎日の
暮らしの中でうまく使うことで、安く手軽に移動でき、健康維持に
も役立ちます。市内の最寄駅や近くのお店までの買い物に使うだけ
ではなく、少し距離を延ばして立川や府中などへ出かけてみてはい
かがでしょうか。
　例えば、立川駅周辺に行くには、学園通りを西に進み、モノレー
ルが通る交差点を右折すれば立川駅南口です。府中駅周辺に行くに
は、国立七小の北側の道から甲州街道の裏道を走りつなぐと、府中
駅南口付近に出ます。秋晴れの一日、時には自転車で出かけてみま
せんか。なお、このくらいの距離ならば普段の買い物用の自転車で
大丈夫ですが、タイヤの空気圧の確認とチェーンの注油は忘れずに
お願いします。 交通課交通係

　粗大ごみの中からまだ使える家具・自転車を厳選し、リサイクル
センターで修理したものを販売します。なお、希望者多数の場合は、
抽選とします。
販売日時　12月５日㈭　☆自転車：午前９時30分～
　 ☆家具：午前10時～
販売会場　北市民プラザロビー（北３－１－１　９号棟１階）
事前展示　11月29日㈮～ 12月４日㈬　※３日㈫は休館日です。
  いずれも午前９時～午後４時
※粗大ごみを修理したものなので、多少のキズ等があります。購入
される際は、よくご確認ください。

※市内に限り配達します（自転車を除く）。配達は家屋の外までにな
りますので、ご自身で家屋内に入れられる家具をお選びください。

問い合わせ　ごみ減量課清掃係

　各団体等のご協力をいただき、市内３駅を中心に道路公園等の一
斉清掃を行います。道具は集合場所に用意してあります。多くの方々
のご参加をお願いします。当日は清掃できる服装でご参加ください。
集合場所　①国立駅北口　②国立駅南口(白十字前)　③谷保駅北口
　④矢川駅北口　⑤各自治会・商店会の指定場所
※この日は、家庭ごみや粗大ごみは収集しません。
問い合わせ　ごみ減量課清掃係

　近ごろ、「分別されていないごみが出ている」、「決められた曜日
以外の日に出ている」、「集積所ではない場所にごみが捨てられてい
る」、といったご意見・ご相談が寄せられています。
　ごみ出しのルールが守られないと、集積所をカラスや猫に荒らさ
れたり、まちの美観を損ねたり、ごみ収集やその後の処理作業に支
障が出ることになります。
　ご家庭のごみは、きちんと「分別」して「決められた場所」に「決め
られた収集日の午前8時30分まで」に出してください。
問い合わせ　ごみ減量課清掃係

♪♪

職層名
一般行政職

人数（人）
平均年齢
（歳）

平均給料月額
（千円）

平均給与月額
（千円）

年間給与額
（千円）

期末・勤勉手当
（千円）

年間給与
額合計

部長級 10 55.6 452 640 7,680 2,409 10,089
課長級 37 51.8 430 604 7,248 2,259 9,507
課長補佐級 2 45.8 388 596 7,152 1,751  8,903
係長級 67 46.3 370 509 6,108 1,803  7,911
主任級 42 44.1 339 455 5,460 1,529  6,989
主事級 122 31.7 242 334 4,008   917  4,925
平均 40.7 320 442 5,304 1,457 6,761

（平成25年4月1日現在)３ ３ 職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況

区分 国立市 東京都 国

一般行政職
　大学卒　  181,200円　  181,200円　  181,200円　
　高校卒　  142,700円　  142,700円　  140,100円　

（平成25年4月1日現在)４ 職員の初任給の状況４ 職員の初任給の状況

※　1「平均給料月額」とは、各職種の職員基本給の平均です。
 2「 平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間

外勤務手当等のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査に
おいて明らかにされているものです。

 3「期末・勤勉手当」は平成24年度実績です。
 4  東京都教育職給料表適用の職員は除いています。

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
　大学卒　   275,846円　   293,625円　 371,000円
　高校卒　  211,400円（注）  247,200円（注） 261,850円

（平成25年4月1日現在)５ ５ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

（注）この欄に該当する職員がいないため、経験年数に対応する給料表上の給料月額を表示しまし
た。

区分 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級
計標準的な

職務内容
部　長 課　長 課長補佐 係　長 主　任 主　事

職員数 10人 37人 2人 67人 42人 122人 280人
構成比 3.6% 13.2% 0.7% 23.9% 15.0% 43.6% 100.0%

（平成25年4月1日現在)９ 一般行政職員の級別職員数等の状況９ 一般行政職員の級別職員数等の状況

※　1　給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
 2　標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
 3　東京都教育職給料表適用の職員を除いています。

区分
国立市 東京都 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
６月期 1.125 0.675 1.225 0.675 1.225 0.675
12月期 1.225 0.675 1.375 0.675 1.375 0.675
３月期 0.25 ― ― ― ― ―
計 3.95 3.95 3.95

職制上の段階､ 職
務の級等による加

算措置
有 有 有

（平成25年4月1日現在／単位:月分）６ 期末勤勉手当の状況６ 期末勤勉手当の状況

※　期末勤勉手当は、基準日(6月1日、12月1日、3月1日）現在の給料、扶養手当、地域手当の
合計額に支給率を乗じて算出します。

（注）1 平成23年7月1日から平成27年4月30日までは、上記給料を、市長15％、副市長10％
の減額し、（　）内の金額となっています。

 2 1年間その職に就いたと仮定した場合の金額となっています。また、市長、副市長は、
減額後での総額となっています。

※　期末手当に関して、加算措置（20%）があります。

区　　分 給料等月額 平成24年度年間
支給総額（注2） 期末手当支給割合

給料
（注１）

市長 950,000円
 （807,500円） 13,517,550円

６月期 1.80月分
12月期 1.90月分

副市長 815,000円
（733,500円） 12,278,790円

３月期 0.25月分
計 3.95月分

報酬

議長 575,000円 9,936,000円 ６月期 1.80月分
副議長 515,000円 8,899,200円 12月期 1.90月分
議員 490,000円 8,467,200円 ３月期 0.25月分

計 3.95月分

(平成25年4月1日現在）８ 特別職の報酬等の状況８ 特別職の報酬等の状況 12月１日㈰12月１日㈰
午前９時～午前９時～
（雨天中止）（雨天中止）

 区分
国立市 東京都 国

普通（注） 定年等（注） 普通 定年等 普通 定年等
勤続20年 24.00 30.16 23.75 28.50 23.03 28.7875
勤続25年 32.16 39.50 31.83 37.50 32.83 38.955
勤続35年 48.16 54.46 46.58 52.00 46.55 55.86
最高限度 48.33 54.46 46.66 52.00 55.86 55.86

加算措置  定年前早期退職特例
措置(２%～ 20%加算) 

 定年前早期退職特例
措置(２%～ 20%加算)

 定年前早期退職特例
措置(２%～ 20%加算)

24年度退職者
の１人当り
平均支給額

255万円 2,721万円  

（平成25年4月1日現在／単位:月分）７ 退職手当の状況７ 退職手当の状況

（注）「普通」とは自己都合等による退職をいい、「定
年等」とは定年（原則60歳）、勧奨等による退職を
いいます。

※　平成25年度は国、都、国立市とも手当の引き下げの経過措置を実施しており、最終的には
普通退職と定年等退職の支給月数を統合し、本来の支給月数(国は平成26年7月以降49.59月分、
都、国立市は平成27年4月以降45月分)まで引き下げます。
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